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   ミライロ IDについて 

 

【ミライロ IDについて】 

  令和４年 11 月 1 日から、障がいのある方の市施設利用時の利便性の向上の及び社会参加促進を図る

ため、市の施設等で入館料等の減免を受ける際に「ミライロ ID」の利用を開始。 

 

 障害者手帳アプリ「ミライロ ID」とは、株式会社ミライロが提供する障害者手帳情報などをスマートフォン上

で管理できるアプリ。障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）の情報をアプリ

内に登録することで、手帳情報がスマートフォン画面に表示できるようになり、その画面を提示することによっ

て公共施設等の割引を受けることができる。 

 

【コミュニティバスでの利用について】 

市コミュニティバスの「さつきバス」「電話で予約バス」「おでかけしよ Kar K バス」でも、市の公共施設と

同様に障害者手帳の代わりにミライロ IDが利用でき、運賃は通常の障害者手帳提示時と同様の５割引。 

 

【対象者】 

・身体障害者手帳（１種）、療育手帳（１種）、精神障害者保健福祉手帳 

     ・・・ご本人及び同伴の方１名 

 

・身体障害者手帳（２種）、療育手帳（２種） 

     ・・・ご本人のみ 

 

【ミライロ IDの登録方法や使い方】 

 「ミライロ ID」ウェブサイトをご覧ください。 

 https://mirairo-id.jp 

 

 


